
 

令和 7 年 11 月 

お客さま各位 

長野信用金庫 

当座預金払戻請求書の新設について 
 

平素は当金庫に格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 この度、当金庫では手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みとして、小切手に

代わる当座預金からの払戻手段として、当座預金払戻請求書を新設いたします。 

 今後もより一層サービスの向上に努めてまいりますので、引き続きお引き立て賜ります

ようお願い申し上げます。 

記 

1. 新設日・取扱開始日 

令和 7 年 11 月 25 日（火） 

※1 冊 50 枚綴の払戻帳単位で販売いたします。 

 

2. 使用方法 

   所定の払戻請求書に記入・押印いただくことで、当座預金からの出金・振替にご使

用いただけます。 

 

3. 注意事項 

 ・当座預金払戻請求書は、当座預金をご利用いただいているご本人様が小切手に代え

て当座預金から払い戻す場合に使用するものです。他者へ交付・貸与することはで

きません。 

・当座預金払戻請求書は、当座預金の取引店のみご使用できます。 

・当座預金払戻請求書は切り離さず、帳面ごと当金庫取引店へご提示ください。当金

庫にて払戻請求書の切り離しをおこないます。 

・払戻請求書単体でご提示された場合は、お手続きをお断りさせていただく場合がご

ざいます。 

・当座預金払戻請求書及び当座払戻控（払戻請求書の左側）に必要事項を記入のうえ、

届出印を押印してください。 

・名義や金額を誤記された場合は、訂正せず新しい払戻請求書を利用ください。 

・当座預金払戻請求書は紛失されないよう大切に保管してください。紛失、汚損等に

よる補償や交換には応じかねます。 

 

4. 当座預金払戻請求書発行手数料 

   払戻帳（50 枚綴）1 冊 990 円（税込） 

 

5. 申込方法 

   お取引店窓口にお申し出ください。2 回目以降は払戻帳に備え付けの発行依頼書も併

せてご提出ください。 

 

6. その他 

ご不明な点等ございましたら、お取引店までお問合せください。 

以上 


